
◎半島振興法の一部を改正する法律 
（平成一七年三月三〇日法律第七号）（衆）   

一、提案理由（平成一七年三月一八日・衆議院本会議） 

○橘康太郎君 ただいま議題となりました両案につきまして、提案の趣旨及びその内容

を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、半島振興法の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 半島振興法は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から遠く離れ、平地に恵まれず、水

資源が乏しいなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備

の面で他の地域に比較して低位にある半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月、建

設委員長提案により時限立法として制定されました。制定以来、二度の改正を経て、現

在二十年が経過しようとしております。 

 この間、本法に基づき二十三の地域が半島振興対策実施地域に指定され、半島振興計

画に基づく各種の施策が講じられてきたことにより、各分野で着実に成果を上げてまい

りました。 

 しかしながら、半島地域は依然として、社会生活基盤の整備が十分に進んでいない地

域や所得水準が低位な地域がある等の問題を抱えております。 

 このような観点から、本案は、現行の半島振興法の有効期限をさらに十年間延長して

平成二十七年三月三十一日までとするとともに、半島振興計画の内容を拡充するほか、

半島振興対策実施地域に係る農林水産業の振興、地域間交流の促進等に関する規定を整

備する等、この地域の振興のため必要な措置を講ずるものであります。 

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 

 本案は、本日の国土交通委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出法律案と

して提出することに決したものであります。 

 なお、成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表

されました。 

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 

二、参議院国土交通委員長報告（平成一七年三月二三日） 

○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における半島地域の社会経済情勢にかんがみ、引き続きこの地域の

振興を図るため、半島振興法の有効期限を十年延長するとともに、半島振興計画の内容

を拡充するほか、半島振興対策実施地域に係る農林水産業の振興、地域間交流の促進等

に関する規定を整備する等、この地域の振興のため必要な措置を講じようとするもので

あります。 

 委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、採



決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


